
１　分科会の新設について

【所掌事項】

(1) 市内における地域公共交通の在り方に関する事項

(2) 網形成計画の策定又は変更に関する事項

(3) 網形成計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(5) 市運営有償運送の必要性又は旅客から収受する対価に関する事項

(6) 生活交通改善事業計画に関する事項

(7) その他協議会が必要と認める事項

【所掌事項】 【所掌事項】

(1) 市内における地域公共交通の在り方に関する事項 (6) 生活交通確保維持改善計画に関する事項　～　決定権あり

(2) 網形成計画の策定又は変更に関する事項

(3) 網形成計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(5) 市運営有償運送の必要性又は旅客から収受する対価に関する事項

(7) その他協議会が必要と認める事項

２　協議会委員の追加について

・小樽商工会議所 ～ 市内企業への公共交通利用PRへの協力

・産業港湾部長 ～ 商店街、観光業界との連携と調整

・生活環境部長 ～　市民生活に関する視点の強化　

・福 祉 部 長 ～ バリアフリーに関する情報収集の強化

・北海道運輸局鉄道部 ～ 鉄道のバリアフリー化に関すること

小樽市地域公共交通活性化協議会の組織体制について

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に
     関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に
　　関する事項
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資料１

①小樽市生活交通改善事業計画策定協議会

②小樽市ノンステップバス導入協議会 を統合

【①小樽市生活交通改善事業計画策定協議会】

《目的・協議事項》

国の「バリアフリー新法」に掲げられた整備目標「１日当たり

の平均的な利用者数が3,000人以上の駅における段差解消

等」の整備をするため、国庫補助金交付要綱に基づく「生活

交通確保維持改善計画」を策定することを目的とする。

【②小樽市ノンステップバス導入協議会】

《目的・協議事項》

国の「バリアフリー新法」に掲げられた整備目標「バス総車

両数の約70％をノンステップバスとする」の整備をするため、

国庫補助金交付要綱に基づく「生活交通確保維持改善計

画」を策定することを目的とする。


